
埼玉県知事記者会見 令和３年４月２０日 ①

まん延防止等重点措置等に基づく協力要請について

要請期間 令和３年４月２０日（火）～ 令和３年５月１１日（火）

対象業種
飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅配・テイクアウトサービスを除く。）

遊興施設等:バー等 (飲食店営業許可を受けている店舗）
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の徹底を要請）

営業時間 午前５時～午後８時（※午後９時）
酒類提供時間 午前１１時～午後７時（※午後８時）

【措置区域】 さいたま市、川口市
※【措置区域以外】 ２市を除く埼玉県全域



飲食店等の感染防止対策支援

厳しい状況にある飲食店等の事業継続と感染防止対策の徹底を支援する

○ 県内全域における感染防止対策協力金の支給
（「まん延防止等重点措置区域」と「その他地域」）

○ 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」飲食店＋（プラス）の創設

◆ 感染防止対策協力金

◆ 本県独自の感染防止対策支援

○ 国の補助制度（小規模事業者持続化補助金）の事業者負担分を県独自に補助

○ アクリル板等の設置や調達を商工団体を通じてトータルにサポート
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感染防止対策協力金（第９期）
まん延防止等重点措置区域及びその他地域で行う営業時間の短縮要請等に協力した
事業者に、「埼玉県感染防止対策協力金」を支給する

支給対象

まん延防止等重点措置区域を含む県内全域において、期間中、営業時間の短縮（休業を
含む。）に協力した飲食店（バー、カラオケボックス等を含む。）・喫茶店を運営する事業者

期間及び営業時間

（１） まん延防止等重点措置区域（さいたま市、川口市） ４/２０（火）から５/１１（火）まで
午前５時から午後８時まで（酒類提供時間は午前１１時から午後７時まで）

（２） その他地域 ４/２０（火）から５/１９（水）まで
午前５時から午後９時まで（酒類提供時間は午前１１時から午後８時まで）

※まん延防止等重点措置の期間終了後、 さいたま市及び川口市はその他地域に含めて要請
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感染防止対策協力金（第９期）

前年度又は前々年度の
一日当たりの売上高

協力金の額（日額）

４月２０日から５月１１日まで

１０万円以下 ４万円

１０万円超
２５万円以下

４万円から１０万円
※売上高に応じて変動

２５万円超 １０万円

まん延防止等重点措置区域 その他地域

※ 売上高減少額方式（大企業等）の場合は、売上高の減少額×０．４ （上限２０万円、下限なし）

従来の定額から売上高に応じた協力金に変更

前年度又は前々年度の
一日当たりの売上高

協力金の額（日額）

４月２０日から５月１９日まで

８．３万円以下 ２.５万円

８．３万円超
２５万円以下

２.５万円から７.５万円

※売上高に応じて変動

２５万円超 ７.５万円
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4月21日
13時～
電子又は
専用電話

事前
予約

まん延防止等重点措置区域内にある飲食店が取り組む感染防止対策を現地で確認。
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」飲食店＋（プラス）として認証します。
感染防止対策を徹底することにより、利用する県民の皆様の安心・安全を高めます。

店舗の
現地
確認

4月26日
～

5月9日
まで

「彩の国

『新しい生活様式』
安心宣言」

飲食店 （プラス）

認証

協
力
金
の
申
請

4月21日
13時～
電子又は
専用電話

まん延防止等重点措置区域
（さいたま市、川口市）の飲食店
（カラオケ店、バー等含む。）

〇対象店舗

〇確認期間
４月２６日から５月９日まで

〇 確認日の事前予約
４月２１日午後から予約開始予定
（詳細は別途、お知らせします。）

彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）の認証
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安心宣言
飲食店＋
のチェック
項目を確認

現地確認

☑アクリル板の設置（座席の間隔の確保）
☑食事中以外のマスク着用の推奨

・来店客の感染症予防 ・従業員の感染症予防
☑従業員のマスク着用の徹底

・施設・設備の衛生管理の徹底
☑３０分に１回、５分程度、２方向の窓を
全開にするなどして十分な換気を実施

・カラオケ設備の利用自粛
☑飲食を主として業としている店舗に
おけるカラオケ設備の利用自粛

彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）

ステッカー交付までの流れ

主なチェック項目

予約申込
電子申請
又は

専用電話窓口へ

協
力
金
の
申
請

【ステッカーイメージ】

店舗内で取組状況を
一緒に確認

ステッカー受領

まん延防止等重点措置区域では、ステッカーの交付を
受けていることが第９期協力金の支給要件となります!

※必要に応じて、再度の確認をお願いする場合があります。

チェック項目
ごとに自己点検
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本県独自の感染防止対策支援

❏ 店舗に応じたアクリル板等の設置方法や必要枚数などをアドバイス

❏ アクリル板等の調達の斡旋

小規模な飲食店等が徹底した感染防止対策を行えるよう、商工団体が
アクリル板等の調達の斡旋から補助金の申請までトータル支援を行う

商工団体を通じた感染拡大防止対策の取組支援

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）で補助対象となる感染防止対策費の
事業者負担分を県が補助することで感染防止対策のより一層の促進を図る

国の補助制度の事業者負担分への補助

県の補助

対象者

国の交付決定を受けた事業者
※飲食店営業許可又は
喫茶店営業許可を受けていること

補助率 １０／１０

事業者負担分（1/4）国庫補助充当分（補助率3/4）

感染防止対策費分
（補助額の1/4～1/2上限）

感染防止
対策費分

（イメージ図）

持続化補助金の対象となっている感染防止対策費の事業者負担分に対して県が補助

通常分 通常分
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高齢者入所施設の新型コロナ感染対策「優良施設」認証制度

趣旨

◇県が感染防止対策を徹底している高齢者施設を「優良施設」
として認証し、安心安全な取組を広げていきます。

メリット

◇県の認証書を交付し、県ホームページで公表します。
◇陰圧装置や換気設備などの補助事業の際に優遇します。

基準

◇基本的な感染防止対策が講じられていること。
◇感染発生を想定したシミュレーションを実施していること。
◇県などが実施する検査を定期的に受けていること。

手続き 申請 書類審査 オンライン審査 認証

施設から県に申請 県職員の審査 感染管理認定看護
師（eMAT）がオン
ラインで審査

認証書の交付

埼玉県知事記者会見 令和３年４月２０日 ⑧



まん延防止等重点措置の適用等を踏まえ、
高齢者施設職員を対象に実施しているPCR
検査の回数を増加させる。

変更前 月１回（４～６月：各１回）

変更後 月２回（４月：１回、５～６月：各２回）

＊対象 約１，５００施設、約７０，０００人

高齢者入所施設職員を対象としたＰＣＲ検査

令和３年5月・６月の検査

月１回から２回に増
主な内容

施設の皆様へ

☑ 県内の各地域で、高齢者施設での感染

発生事例が増えています。

☑ 早期に感染が発見できれば、大規模な

クラスターを防ぐことができます。

入所者と職員の方々の命を守る

ため、継続的な受検をお願いします。

検査に申し込みいただいた施設を
県ホームページで紹介しています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shisetsu_pcr.html
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県民の皆様へのお願い

○ 日中を含め、不要不急の外出や移動は避け、近場の外出でも、三密は避けて。

特に県境をまたぐ行楽地等との往来については、自粛を。

○ どうしても帰省する必要のある場合は、帰省までの間、

感染リスクが高い場所に行くことを控え、大人数の会食を控えるなど、

高齢者と会うときは家でもマスクの着用を。

（特措法第24条第９項等）GWの移動・往来、帰省について

◆ 街頭で感染防止対策の徹底を呼びかけ ◆
日時:令和3年4月20日（火）18:00～18:30
場所:川口駅東口 ペデストリアンデッキ
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ＧＷ期間中の公園施設の運営について①

１ 県営公園への来場に当たってのお願い

（１） マスクの着用

（２） 飲食の自粛（単一家族や水分補給は例外）

２ 県営公園での対応

（１） 公園事務所職員による巡回

（２） 各公園事務所WEBでのマスク着用の周知

（３） 園内でのマスク着用の掲示

（４） 売店等での酒類の提供禁止
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ＧＷ期間中の公園施設の運営について②
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ＧＷ期間中の公園施設の運営について③
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